
１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２
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3.全部委託 4.補助金
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平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容

監査及び審査等については法令により定められた権限に基づいて年間監査計画を立て、公正で合理的かつ能率的な市の行政運営を
確保するため、違法、不正の指摘にとどまらず、今後は更に研修等を通して個々のスキルアップを図り経済性、効率性、有効性に配慮し
た監査等を行っていく。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

・財務監査及び行政監査等については、事務事業の適正かつ効率的な執行の監査を行い、報告書を作成し公表する。・例月現金出
納検査については、現金の出納事務が適正に行われているかの検査を実施する。・決算審査、財政健全化判断比率等の審査につい
ては、監査委員の意見を付して意見書を提出する。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

監査事務局運営事業

048-829-1793責任者 問い合わせ先小林　芳文

コード 03703 － 001
監査事務局運営事業

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令
地方自治法第199条、第233条、第235条の２　他
地方公営企業法第30条
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条、第22条

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 監査事務局　監査課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠
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